
R8/3/16 令和７年度第２回千葉県医療介護総合確保促進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和８年度千葉県計画の 

基本的な考え方（案） 

 

 

 

 

 

資料５ 



1 

 

１．計画の基本的事項 

(1) 計画の基本的な考え方 

① 計画の基本的な考え方 
 

８５歳以上の高齢者が増加する一方で現役世代の人口減少がさらに進む令和２２年

とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、病状に応じて適切な医療を将来にわた

って持続的に受けられる医療提供体制の構築が求められている。 

さらに疾病構造の変化、在宅療養を可能にする医療技術の進歩を背景に、医療や介護

が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域の中で質の高い療養生活を

送りたいという県民のニーズが増大している。 

また、住み慣れた地域で継続して日常生活を営むためには、介護サービス提供体制の

整備に加え、質の高い介護従事者の継続的な確保定着を図る必要がある。 

保健医療計画と高齢者保健福祉計画の整合性を図りつつ、医療・介護従事者の確保等

に努め、限られた医療・介護資源を有効に活用し、高齢者をはじめとする、全ての県民

が、地域において安心で質の高い医療・介護サービスが受けられ、最期まで自分らしく

生きられる千葉県を目指して、取組を推進する。 
 

② 現状の分析・課題 
 

ア 増加する医療・介護需要 

今後、本県の総人口は緩やかな減少を続け、令和１２年には６１７万９千人に減少  

する一方、６５歳以上高齢者人口は１８０万人７千人に達すると見込まれている。  

特に、７５歳以上高齢者人口の増加が顕著で、令和１２年には令和２年の約１．３倍

の１１０万９千人になることが見込まれている。 

またこれにより、高齢化率は上昇を続け、令和１２年には２９．２％、令和２２年

には３３．５％と約３人に１人が６５歳以上高齢者となることが見込まれている。 

本県における 1 日当たりの入院患者数では、平成２５年度の約３万３千人から令和

１７年にピークを迎え、令和２２年には約４万４千人に達する見通しである。特に７

５歳以上の患者の増加数が大きいことが見込まれる。 

加えて在宅医療等の 1 日当たりの患者数では、平成２５年度の約４万４千人から令

和１７年にピークを迎え、令和２２年には約８万９千人に達する見通しである。その

うち訪問診療のニーズは、平成２５年の２倍以上になると見込まれている。 

また、本県における要介護等認定者数は、令和２年度の約２９万５千人から、令和

２２年度には約４１万１千人まで増加すると見込まれている。特に、要介護４及び５

のいわゆる重度者は、令和２年度の約６万２千人から令和２２年度には約９万４千人

に増加すると見込まれている。さらに、本県における認知症高齢者は、令和２年の約

３０万人から、令和２２年には約４７万人に増加すると推計されている。 

このように今後急増していく医療・介護需要に対応し、高齢者が病状や介護度に  

応じて適切な医療・介護を将来にわたり持続的に受けられるようにするためには、医
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療機能の分化・連携を推進することにより、医療資源を有効に活用し、より質の  高

い医療・介護提供体制を実現するとともに、在宅等住み慣れた地域の中で患者等の生

活を支える地域包括ケアシステムを深化・推進していく必要がある。 

 

【千葉県の人口及び高齢化率の推移】表① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
総人口 

（千人） 

高齢者人口（千人） 

高齢化率 
65 歳以上     

  65～74 歳   

      75 歳以上 

平成 17 年（2005 年） 6,056 1,060 632(10.5%) 429( 7.1%) 17.6% 

平成 22 年（2010 年） 6,216 1,320 766(12.5%) 554( 9.0%) 21.5% 

平成 27 年（2015 年） 6,223 1,584 889(14.5%) 696(11.4%) 25.9% 

令和 2 年 （2020 年） 6,284 1,700 840(13.4%) 860(13.7%) 27.1% 

令和 7 年 （2025 年） 6,258 1,770 714(11.4%) 1,056(16.9%) 28.3% 

令和 12 年（2030 年） 6,179 1,807 698(11.3%) 1,109(17.9%) 29.2% 

令和 17 年（2035 年) 6,076  1,880 795(13.1%) 1,085(17.9%) 30.9% 

令和 22 年（2040 年） 5,956 1,994 911(15.3%) 1,082(18.2%) 33.5% 

令和 27 年（2045 年） 5,824 2,024 887(15.2%) 1,137(19.5%) 34.8% 

※令和 2 年(2020 年)以前は総務省統計局「国勢調査結果」による実績値。なお、不詳補完後の令和 2 年
(2020 年)高齢化率は 27.6％。 

※令和 7 年(2025 年)～令和 27 年(2045 年)は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計 
人口（令和 5(2023)年推計）」による推計値。四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 
 
 
 
 
 



3 

 

【千葉県の推計入院患者数】表② 

 

 

【千葉県の在宅医療等にかかる推計患者数】表③ 

 
※ 「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。 

推計条件：患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 
訪問診療患者数は全体の内数であり、平成 25 年度時点の訪問診療に係る地域別・性別・ 
年齢階級別受療率がその後も変化しないと仮定した場合の推計患者数（参考値）。 
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「在宅医療等」 

地域医療構想策定ガイドラインでは、在宅医療等とは、「居宅、特別養護老人    

ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、

その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・

診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応 

可能な患者の受け皿となることも想定」するとしている。 

平成 25 年度        令和 7 年         令和 12 年         令和 17 年        令和 22 年 

平成 25 年度        令和 7 年          令和 12 年         令和 17 年        令和 22 年 



4 

 

【千葉県の要介護等認定者数の状況と将来推計】表④ 

 

※平成 20年度（2008 年度）～令和 5 年度（2023 年度）は介護保険事業状況報告（年報）による。 

令和 12年度（2030 年度）～令和 27 年度（2045 年度）は市町村の推計値の合計による。 

【千葉県の認知症高齢者の将来推計】表⑤ 

 

※令和 2 年の人口は、千葉県年齢別・町丁別人口統計（令和 2 年度）による実績値 
※令和 7 年以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023 年 12 月推計）
による推計値 

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度（2014 年度)厚生労働省科学 

研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による認知症有病率（「認知症 施策推進総合戦略（新オ 

レンジプラン）厚生労働省老健局平成 27 年 (2015 年)1 月より」）に本県の高齢者数を乗じて推計 
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イ 医療機能の充実強化 

地域医療構想で定めた「令和７年（２０２５年）における必要病床数」と     

「令和６年度病床機能報告」における各医療機関からの報告数との比較では、急性期

機能、回復期機能及び慢性期機能にかかる病床が不足している医療圏があり、特に、

回復期機能については全ての医療圏において不足している。 

また、救急医療の需要は増加傾向にあり、今後も急速な高齢化に伴い、脳卒中、   

急性心筋梗塞及び転倒等による外傷など、救急医療需要は一層増加していくことが 

予想されることから、救急医療体制の充実が急務となっている。 

更に、分娩を取り扱う病院・診療所の数には地域差があることや小児科を標榜する

施設が減少していること等を踏まえ、子どもを安心して産み、育てられる環境づくり

を整備するため、周産期医療や小児医療の体制を充実していくことも重要である。 

   このような状況を踏まえ、高齢者をはじめ全ての県民が、今までと同様、あるいは

それ以上に質が高く効率的な医療を受けられるよう、医療提供体制の充実及び機能 

強化を図る必要がある。 
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【千葉県が目指すべき医療提供体制】表⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R7.7.1

１　必要病床数との比較 （単位：床）

R6推計値

A B B-A C C-A

高度急性期 1,077 1,018 ▲59 不足 1,628 551 過剰

急性期 3,028 4,023 995 過剰 2,701 ▲327 不足

回復期 2,520 1,218 ▲1,302 不足 1,975 ▲545 不足

慢性期 1,859 1,933 74 過剰 1,898 39 過剰

休棟等 - 179 169

計 8,484 8,371 ▲113 不足 8,371 ▲113 不足

高度急性期 1,376 1,379 3 過剰 1,358 ▲18 不足

急性期 4,783 5,732 949 過剰 4,799 16 過剰

回復期 4,072 2,146 ▲1,926 不足 3,121 ▲951 不足

慢性期 2,779 1,699 ▲1,080 不足 1,546 ▲1,233 不足

休棟等 - 328 460

計 13,010 11,284 ▲1,726 不足 11,284 ▲1,726 不足

高度急性期 1,386 2,200 814 過剰 2,153 767 過剰

急性期 4,227 4,404 177 過剰 3,352 ▲875 不足

回復期 3,647 1,227 ▲2,420 不足 2,205 ▲1,442 不足

慢性期 2,439 2,291 ▲148 不足 2,289 ▲150 不足

休棟等 - 70 193

計 11,699 10,192 ▲1,507 不足 10,192 ▲1,507 不足

高度急性期 594 1,605 1,011 過剰 701 107 過剰

急性期 1,947 2,248 301 過剰 2,116 169 過剰

回復期 1,625 706 ▲919 不足 1,842 217 過剰

慢性期 1,382 1,591 209 過剰 1,484 102 過剰

休棟等 - 244 251

計 5,548 6,394 846 過剰 6,394 846 過剰

高度急性期 289 75 ▲214 不足 189 ▲100 不足

急性期 745 1,501 756 過剰 1,022 277 過剰

回復期 587 306 ▲281 不足 552 ▲35 不足

慢性期 560 689 129 過剰 689 129 過剰

休棟等 - 78 197

計 2,181 2,649 468 過剰 2,649 468 過剰

高度急性期 104 32 ▲72 不足 112 8 過剰

急性期 887 1,422 535 過剰 844 ▲43 不足

回復期 946 402 ▲544 不足 696 ▲250 不足

慢性期 994 1,173 179 過剰 1,115 121 過剰

休棟等 - 99 361

計 2,931 3,128 197 過剰 3,128 197 過剰

高度急性期 308 192 ▲116 不足 384 76 過剰

急性期 602 1,057 455 過剰 735 133 過剰

回復期 358 206 ▲152 不足 336 ▲22 不足

慢性期 373 437 64 過剰 471 98 過剰

休棟等 - 58 24

計 1,641 1,950 309 過剰 1,950 309 過剰

高度急性期 232 272 40 過剰 401 169 過剰

急性期 806 1,165 359 過剰 778 ▲28 不足

回復期 810 295 ▲515 不足 572 ▲238 不足

慢性期 522 704 182 過剰 685 163 過剰

休棟等 - 116 116

計 2,370 2,552 182 過剰 2,552 182 過剰

高度急性期 284 108 ▲176 不足 154 ▲130 不足

急性期 826 1,521 695 過剰 1,046 220 過剰

回復期 695 315 ▲380 不足 695 0

慢性期 335 164 ▲171 不足 213 ▲122 不足

休棟等 - 48 48

計 2,140 2,156 16 過剰 2,156 16 過剰

高度急性期 5,650 6,881 1,231 過剰 7,080 1,430 過剰

急性期 17,851 23,073 5,222 過剰 17,393 ▲458 不足

回復期 15,260 6,821 ▲8,439 不足 11,994 ▲3,266 不足

慢性期 11,243 10,681 ▲562 不足 10,390 ▲853 不足

休棟等 - 1,220 1,819

計 50,004 48,676 ▲1,328 不足 48,676 ▲1,328 不足

令和６年度病床機能報告と定量的基準に基づく病床機能の推計値

山武長生夷隅

安房

君津

東葛北部

印旛

香取海匝

区域

市原

差し引き

千葉

東葛南部

医療機能

必要病床数

（R7年）

病床機能報告

(R6.7.1)
差し引き

定量的基準に基づく病床数

　　　また、推計値の「休棟等」には、診療実績等のデータの欠損により分類不能となった病棟も含まれる。

計

　※　本表の「休棟等」には非稼働、健診のための病棟などのほか、令和６年度病床機能報告の対象医療機関のうち未報告の病床等(38床)を含む。
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○ 病床機能報告制度は、以下の特徴を有しており、必要病床数との比較にあたって

は、以下の点につき、留意する必要がある。 

 

・ 令和６年度病床機能報告の病床機能の選択は医療機関の自主的な判断に基づい

た報告であること。 

・ 病棟単位の報告となっており、複数の医療機能を担う病棟においても、主に担

っている機能を１つ選択して報告するものであること。 

・ 病床機能報告は、医療機関が自ら病床機能を選択して報告した結果であるのに

対し、地域医療構想で定める必要病床数の推計に当たっては、法令に基づき、診

療報酬点数等をもとに区分されており、病床機能自体の捉え方が異なるものであ

ること。  

・ 病床機能報告は、回収率が 100％でないこと。 

・ 病床機能報告では、医療機能を選択する際の判断基準が定性的で、かつ医療機

関の自主的判断であることから、医療機能の現状が適切に把握されているとは言

い難い状況であること。 

・ 定量的基準に基づく病床数は、医療機能の現状を適切に把握するため、地域の

実情に応じた独自の基準により算出し、病床機能の見える化を図った数値である

こと。 

 

【千葉県の救急出動件数】表⑦                     （単位：件） 

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

310,602 317,578 331,042 342,184 305,253 319,622 382,346 399,659 

※ 消防庁「救急・救助の現況」より作成    

 

【千葉県内の分娩関連施設数】表⑧                    （単位：施設） 

  千葉 
東葛
南部 

東葛
北部 

印旛 
香取
海匝 

山武
長生
夷隅 

安房 君津 市原 合計 

分娩取扱い(*1) 12 22 18 11 2 3 2 6 6 82 

  病院 4 9 10 4 1 1 1 3 2 35 

  診療所 8 13 8 7 1 2 1 3 4 47 

総合周産期母子医療 
センター(*2) 

1 2         1    4 

地域周産期母子医療 
センター(*2) 

2 1  1 3 1     1  9 

母体搬送ネットワーク 
連携病院(*2) 

  2 1 1         1 5 

*1 厚生労働省「医療施設調査」（令和 7 年 7 月 1 日現在）*2 令和 8 年 4 月 1 日見込み 
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【千葉県内の小児科標榜医療機関数】表⑨               （単位：施設） 

  平成 20 年 平成 23 年 平成 26 年 平成 29 年 令和 2 年 令和 5 年 

一般病院 113 109 109 106 105 100 

一般診療所 896 895 907 836 774 729 

計 1,009 1,004 1,016 942 879 829 

※ 厚生労働省「医療施設調査」（令和 5 年 10 月 1 日現在） 

【千葉県内の救命救急センター及び救急基幹センター】（令和 7年 4月 1日現在）表⑩ 

医療圏 医療圏人口 救命救急センター 救急基幹センター 

千葉 985,335人 
千葉県総合救急災害医療センター 千葉メディカルセンター 

千葉大学医学部附属病院 

東葛南部 1,813,365人 

船橋市立医療センター  

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 

東京ベイ・浦安市川医療センター 

東葛北部 1,432,477人 
松戸市立総合医療センター  

東京慈恵会医科大学附属柏病院  

印旛 717,210人 
日本医科大学千葉北総病院  

成田赤十字病院  

香取海匝 189,966人 旭中央病院 千葉県佐原病院 

山武長生夷隅 388,467人 東千葉メディカルセンター  

安房 110,913人 亀田総合病院  

君津 319,023人 君津中央病院  

市原 261,538人 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県循環器病センター 

※ 千葉県総合救急災害医療センター及び順天堂大学医学部附属浦安病院は、高度救命救急センター 

※ 医療圏人口は、千葉県毎月常住人口調査(令和 7年 4月 1 日現在) 

 

ウ 医療人材の不足 

本県の医療施設従事医師数は、令和６年末現在１３，３３３人と全国で８番目に多

いが、医師偏在指標は、全国の２５５．６を下回る２１３．０であり、全国で多い順

に３８番目の状況にある。このため、医師少数県に設定され、令和８年度末までに医

師数を１３，９０５人確保（対令和６年末比５７２人増）することを目指している。 

就業看護職員数は、令和６年末現在６３，７６７人であり、着実に増加している一

方で、職種別の人口１０万対では、保健師４１（全国５１．３）、助産師２５．６（同

３１．３）、看護師８３７（同１１０１．１）、准看護師１１６．５（同１８８．２）

となっており、いずれも全国と比べて低い水準にあることから、引き続き看護職員の

確保に向けて対策を進めていく。 

薬剤師数は、令和６年末現在１５，２１８人であり、人口１０万対では２４３．４

と全国で多い順に２０番目であるが、業態別では、薬局の薬剤師数１５８．７（全国

１５９．５）である一方、病院薬剤師数４３．４（同４６．５）と全国平均を下回っ

ており、業態の偏在が生じている状況にある。 
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【千葉県の医療施設従事医師数の推移】表⑪ 

 

※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 

【医師偏在指標】表⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省提供資料による 

【千葉県の就業看護師数の推移】表⑬ 

 

※厚生労働省「衛生行政報告例」 
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エ 診療科間で差のある医師不足への対応 

小児医療については、小児科における医師偏在指標が全国最下位になるなど、県全

体として小児科医が少ないほか、医療圏間でも差がみられる状況である。また、小児

救急患者について、多くの軽症患者が救急病院に集中することによる小児科医師の疲

弊が指摘されている。 

周産期医療については、分娩取扱医師偏在指標が全国値を下回っており、県全体と

して分娩を取り扱う医師が少ないほか、分娩を取り扱う病院・診療所の数も地域差が

あり、特に分娩リスクの高い妊娠や新生児医療等に対応する周産期母子医療センター

等のない医療圏があるという状況である。 

結核医療については、新規登録患者数は減少しているものの、年間 150 人程度は

新たに入院を要する患者が発生しており、結核専門医の高齢化、技能の継承が課題と

なっている。 

このような状況を踏まえ、誰もがどこでも安心して医療が受けられるように、診療

科によって異なる課題に応じた対策を進める必要がある。 

 

【千葉県の小児科医師数（※１）及び医師偏在指標（※２）】 表⑭      （単位：人） 

 平成 24 平成 26 平成 28 平成 30 令和 2 令和 4 令和６ 指標 

全国 16,340 16,758 16,937 17,321 17,997 17,781 18,009 － 

小児人口 10 万対 98.7 103.2 107.3 112.4 119.7 122.6 130.3 115.1 

千葉県 622 637 654 670 703 662 698 － 

小児人口 10 万対 78.6 81.9 85.8 89.6 95.5 92.3 101.3 93.6 

医
療
圏
（医
療
施
設
従
事
医
師
数
） 

千葉 158 158 167 168 183 177 185 125.3 

東葛南部 154 163 165 172 179 167 168 78.3 

東葛北部 122 134 127 142 141 131 139 83.3 

印旛 75 73 85 88 98 88 96 106.8 

香取海匝 29 26 29 25 26 25 39 111.8 

山武長生夷隅 19 19 19 21 21 21 17 79.1 

安房 23 18 17 15 14 13 15 122.8 

君津 20 20 22 20 18 18 21 45.9 

市原 22 26 23 19 23 22 18 94.9 

※１厚生労働省｢医師・歯科医師・薬剤師統計｣（隔年 12月 31日現在） 

※２厚生労働省提供資料（令和 2年 12月 31日時点の医師数をベースに令和 5年度に国が公表） 
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【千葉県内の分娩取扱医師数（※１）及び医師偏在指標（※２）】表⑮（単位：人） 

 

 平成３０ 令和２ 令和４ 令和６ 指標 

全国 8,953 9,396 9,515 13,908 10.50 

千葉県 383 381 418 558 9.41 

 

※１厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」隔年（12月 31日現在）において過去２年以内 

  に分娩の取扱いあり」と回答した医師のうち、産婦人科、産科、婦人科を主たる診療科と回答 

  した医師数 

※２厚生労働省提供資料（令和 2年 12月 31日時点の医師数をベースに令和 5年度に国が公表）） 

 

【千葉県内の分娩関連施設数（再掲）】表⑯                 （単位：施設） 

  千葉 
東葛
南部 

東葛
北部 

印旛 
香取
海匝 

山武
長生
夷隅 

安房 君津 市原 合計 

分娩取扱い(*1) 12 22 18 11 2 3 2 6 6 82 

  病院 4 9 10 4 1 1 1 3 2 35 

  診療所 8 13 8 7 1 2 1 3 4 47 

総合周産期母子医療 
センター(*2) 

1 2         1    4 

地域周産期母子医療 
センター(*2) 

2 1  1 3 1     1  9 

母体搬送ネットワーク 
連携病院(*2) 

  2 1 1         1 5 

*1 厚生労働省「医療施設調査」（令和 7 年 7 月 1 日現在）*2 令和 8 年 4 月 1 日見込み 

 

オ 医師の働き方改革への対応 

これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニ

ーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人

に対する負担が更に増加することが予想される。 

こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本

人にとってはもとより、患者・県民に対して提供される医療の質・安全を確保すると

同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。 

医療機関の機能分化・連携の促進や、各職種の専門性を生かして患者により質の高

い医療を提供するタスク・シフト／シェアの推進と併せて、医療機関における医師の

働き方改革に取り組む必要がある。 

なお、医師の時間外労働の上限規制の水準については、地域医療の確保や集中的な

研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が

指定する制度が令和６年度から開始されたが、当該医療機関における健康確保措置の

実施等が義務付けられているほか、将来に向けて更なる縮減が求められている。 
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【医師の時間外労働規制の概要】表⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省「第５６４回中央社会保険医療協議会資料」（R5.11.15） 

 

カ 介護施設等の整備促進 

令和４年から、団塊の世代の方々も順次７５歳以上となっており、７５歳以上の高

齢者は、慢性疾患による受療が多い、疾病の罹患率が高い、複数の疾病にかかりやす

い、要介護状態になるリスクが高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有している。 

要介護状態となった場合においても、可能な限り、住み慣れた地域において安心  

して自分らしい日常生活を営むことができるよう必要な医療・介護サービス等が提供

される体制を構築することが必要となっている。 

要介護者、単身や高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加等を踏まえ、介護と看護の

両方を提供し、定期巡回と随時訪問を行うことで高齢者の在宅生活を支える「定期  

巡回・随時対応型訪問介護看護」や通いを中心に訪問、泊まりなど柔軟なサービスを

提供する「小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」等の地域密着型

サービスの更なる普及促進を図ることが必要である。 

また、本県は、６５歳以上の高齢者人口に対する特別養護老人ホームや介護老人  

保健施設等の介護施設定員数が全国に比べて大幅に少ない状況にあり、特別養護老人

ホームの入所待機者数も令和６年度で約１．０４万人と多い状況となっており、より

一層整備を進め地域での生活が可能となるように取り組む必要がある。 
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【地域密着型介護サービス提供事業所の状況】 表⑱            （単位：箇所） 

サービス種類別 

令和６年度 

（2024 年度） 

4 月 1 日現在 

令和７年度 

（2025 年度） 

4 月 1 日現在 

平成 18 年度 

（2006 年度）からの 

増加率（％） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  67  72 皆増 

夜間対応型訪問介護  11 11 皆増 

認知症対応型通所介護  96  91 54.2 

小規模多機能型居宅介護 152 151 4933.3 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 
 43 49 皆増 

地域密着型通所介護 1,023 998 皆増 

認知症対応型共同生活介護 500  504 119.1 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護（介護専用型） 
13 13 皆増 

地域密着型介護老人福祉施設 

入居者生活介護 
77 78  7700.0   

サービス事業者数   合 計  1,982  1,967 571.3 

 

【千葉県の特別養護老人ホームの整備状況（入所定員数）】表⑲     （単位：人） 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

広 域 型 
750 149 943 

28,658 28,807 29,750 

地 域 密 着 型 
0 29 58 

1,990 2,019 2,077 

計 
750 178 1,001 

30,648 30,826 31,827 

高齢者人口 1 0 万人 

当 た り の 定 員 数 

(各年度 10 月 1 日時点) 

1,740人 

（全国順位 34位） 

1,755人 

（全国順位 33位） 

調査中 

（2月以降判明予定） 

※ 千葉県調べによる。欄の上段は当該年度の開所分定員数、下段は累計である。 

 

【千葉県の特別養護老人ホームの県内入所待機者数の推移】（単位：人）表⑳ 

 要介護 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

全 体 

1～2 551 517 505 

3以上 10,157 9,834 9,294 

計 10,708 10,351 9,799 

う ち 

在 宅 の 方 

1～2 356 322 318 

3以上 4,889 4,712 4,514 

計 5,245 5,034 4,832 

う ち 

在 宅 で な い 方 

1～2 195 195 187 

3以上 5,268 5,122 4,780 

計 5,463 5,317 4,967 

※ 千葉県調べによる。調査期日は各年度とも 7 月 1 日。 
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キ 介護人材の不足  

本県の介護職員数は、厚生労働省の「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の

必要数」（需給推計）によると、団塊の世代が７５歳以上になる令和８年度には１０，

８４６人が不足し、高齢者人口が概ねピークを迎える令和２２年度には２８，２６６

人が不足すると見込まれている。 

一方で、生産年齢人口の減少により、労働力の確保が今後一層困難になることが 

予測されることから、将来にわたって必要とされる介護サービスを安定的に提供する 

ためには、介護分野への新規就業促進に加えて、他産業より離職率が高い傾向にある 

介護職員の定着促進を図るなど、介護人材の確保・定着に向けた更なる取組が必要で 

ある。 

 

【千葉県の介護職員数】表㉑                          （単位：人） 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

87,657 89,466 88,960 90,024 88,338 

※ 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 

【千葉県の介護人材の需給推計】表㉒                 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 厚生労働省「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」より作成 

 

【千葉県の介護職員の離職率】表㉓                    （単位：％） 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

介護サービス 19.9 14.3 14.4 14.2 14.2 

産業計 16.8 14.3 17.0 12.9 11.2 

※ 介護サービス：介護労働安定センター「介護労働実態調査」 
２職種計（介護職員・訪問介護員）の離職率 

※ 産業計：厚生労働省「雇用動向調査」  
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